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１【提出理由】

　平成30年６月20日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成30年６月20日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

　　　イ.配当財産の種類

　　　　　金銭

　　　ロ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　　　当社普通株式１株につき30円　総額5,087,301,150円

　　　ハ.剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　平成30年６月21日

 

　　　第２号議案　定款一部変更の件

　　　　当社及び子会社の事業活動の現状に即して事業内容をより明確にするとともに、今後の事業展開等に対応する

　　　ため、定款の目的に所要の変更を行い、また、その他、項目の新設に伴い号数の繰り下げを行うものです。

 

　　　第３号議案　取締役９名選任の件

　　　　工藤泰三、内藤忠顕、長澤仁志、力石晃一、吉田芳之、髙橋栄一、岡本行夫、片山善博及び国谷裕子の９氏

　　　を取締役に選任するものです。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　　要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果及び

賛成割合（％）

第１号議案

剰余金の処分の件
1,233,831 56,752 1,467 可決　95.06%

第２号議案

定款一部変更の件
1,287,914 2,668 1,467 可決　99.23%

第３号議案

取締役９名選任の件
    

　　工藤　泰三 1,035,876 254,304 1,788 可決　79.81%

　　内藤　忠顕 1,054,304 235,877 1,788 可決　81.23%

　　長澤　仁志 1,141,954 148,232 1,788 可決　87.98%

　　力石　晃一 1,142,010 148,176 1,788 可決　87.99%

　　吉田　芳之 1,192,781 97,405 1,788 可決　91.90%

　　髙橋　栄一 1,270,557 19,629 1,788 可決　97.89%

　　岡本　行夫 1,186,371 104,136 1,467 可決　91.40%

　　片山　善博 1,278,001 12,507 1,467 可決　98.46%

　　国谷　裕子 1,278,173 12,335 1,467 可決　98.48%

（注）１．各議案の可決要件は以下のとおりです。

　　　　　　第１号議案

　　　　　　　出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

　　　　　　第２号議案

　　　　　　　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

　　　　　　　議決権の３分の２以上の賛成によります。

　　　　　　第３号議案

　　　　　　　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

　　　　　　　議決権の過半数の賛成によります。

　　　　２．上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案

　　　　　　の賛否等に関して確認できたものの数（以下「集計対象議決権」といいます。）について集計したもので

　　　　　　す。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　集計対象議決権の集計のみにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立した

　ためです。

 

以　上
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